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来所面談を継続的に行います
月２回、各区役所への出張相談も実施しています

ひきこもり相談の約７割はご家族からです

「ひきこもり」は決して個人や家族の責任ではありません

一人で抱え込まずに、お早めに悩みをお聞かせください

・こどもが部屋に閉じこもったまま出てこない
・こどもとどう接したらよいかわからない
・親なき後の生活が心配
・仕事をしたいが、どうすればよいかわからない
・誰かに自分の話を聞いてほしい

（相談例）


